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○福島県工業用水道条例施行規程 

昭和44年４月１日 

福島県企業局管理規程第７号 

改正 昭和59年３月９日企管規程第１号 

平成元年３月30日企管規程第３号 

平成２年３月30日企管規程第２号 

平成３年３月30日企管規程第５号 

平成９年３月28日企管規程第２号 

平成15年３月28日企管規程第２号 

平成19年３月30日企管規程第４号 

平成25年12月20日企管規程第７号 

平成26年11月14日企管規程第６号 

平成31年３月22日企管規程第１号 

令和４年３月11日企管規程第１号 

令和７年12月26日企管規程第７号 

福島県工業用水道条例施行規程をここに公布する。 

福島県工業用水道条例施行規程 

（給水の申込み） 

第１条 福島県工業用水道条例（昭和37年福島県条例第27号。以下「条例」という。）第

５条の規定による給水の申込みは、工業用水給水申込書（第１号様式）による。 

（契約書の作成） 

第２条 管理者は、条例第６条第３項の規定により申込者と給水に関する契約を締結したと

きは、契約書を作成し、及びこれをとりかわすものとする。 

（基本使用水量の増量の申込み） 

第３条 条例第７条第１項の規定による基本使用水量の増量の申込みは、基本使用水量増量

申込書（第２号様式）による。 

（基本使用水量の減量） 

第４条 基本使用水量の減量を希望する使用者は、減量予定水量及び減量を必要とする理由

を記載した文書を管理者に提出し、基本使用水量の減量を申請することができる。 

（特定使用） 

第５条 条例第８条第２項の規定による基本使用水量をこえる給水の申込みは、特定使用申
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込書（第３号様式）による。 

２ 基本使用水量をこえる水量の使用期間が50日以内のものに係る条例第８条第３項で準

用する条例第６条第３項の規定による給水に関する契約については、特定使用決定通知書

（第４号様式）を申込者に交付することにより、契約書の作成及びそのとりかわしに代え

るものとする。 

（受水の廃止又は休止の届出） 

第６条 条例第11条の規定による受水の廃止又は休止の届出は、工業用水使用廃止・休止

届（第５号様式）による。 

（氏名等の変更の届出） 

第７条 使用者は、その氏名又は住所（法人にあつては、その名称若しくは代表者の氏名又

は所在地）に変更があつたときは、遅滞なくその旨を文書で管理者に届け出なければなら

ない。 

（消火栓の使用） 

第８条 導水管又は配水管に付設した消火栓（以下「消火栓」という。）は、消防活動に従

事する者が消防又は消防演習のために使用する場合を除くほか、使用してはならない。 

２ 消火栓を消防演習のために使用しようとする者は、消火栓使用申込書（第６号様式）に

より管理者又は福島県企業局いわき事業所長（以下「管理者等」という。）の許可を受け

なければならない。 

３ 消火栓を消防演習のために使用するときは、管理者等の指定する職員が立ち会うものと

する。 

（昭59企管規程１・平２企管規程２・平19企管規程４・一部改正） 

（譲渡の承認の申請） 

第９条 条例第13条の規定による受水した工業用水を他に譲渡することについての承認の

申請は、工業用水譲渡承認申請書（第７号様式）による。 

（給水施設の操作等の禁止） 

第10条 使用者は、管理者等の許可を受けた場合を除くほか、給水施設に触れ、又はこれ

を操作してはならない。 

（平２企管規程２・平19企管規程４・一部改正） 

（身分証明書の様式） 

第11条 条例第15条第２項及び第13条の２第３項の証明書は、身分証明書（第８号様式）

とする。 
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（平26企管規程６・一部改正） 

（使用水量の測定等） 

第12条 条例第17条第１項本文の規定による使用水量の測定は、毎月末日に量水器に記録

された数値等を確認することにより行う。 

２ 条例第17条第１項ただし書の規定による使用水量の認定は、量水器の故障その他の理

由により量水器により使用水量を測定することができなくなつた日の前日以前当該使用

水量を測定することができなかつた期間に相当する期間における実使用水量を基準とし

て行う。 

３ 管理者等は、前２項の規定により使用水量を測定し、又は認定したときは、使用水量通

知書（第９号様式）により、当該測定又は認定に係る使用水量を使用者に通知するものと

する。 

（平２企管規程２・平15企管規程２・平19企管規程４・一部改正） 

（量水器の機能の検査の請求） 

第13条 条例第18条の規定による量水器の機能の検査の請求は、量水器検査請求書（第10

号様式）による。 

（給水施設の使用者による工事等） 

第13条の２ 条例第19条ただし書又は条例第20条ただし書の規定に基づき使用者が給水施

設の設置に関する工事又は移転、増設、改造若しくは撤去（以下「移転等」という。）に

関する工事（以下これらを「設置等に関する工事」という。）を施行しようとするときは、

給水施設設置等工事承認申請書（第10号様式の２）により、あらかじめ管理者の承認を

受けなければならない。 

２ 管理者は、条例第19条ただし書又は条例第20条ただし書の規定に基づき使用者が給水

施設の設置等に関する工事に関して給水の適正を確保するために必要と認めるときは、そ

の必要な限度において、その指定する職員に、当該工事の場所に立ち入り、検査を行わせ

ることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から

請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定により立入検査をするときは、使用者又はその代理人の立会いを求めなけ

ればならない。 

５ 使用者は、給水施設の設置等に関する工事が完了したときは、速やかに給水施設設置等

工事完了届（第10号様式の３）を管理者に提出し、管理者の竣工検査を受けなければな



4/24 

らない。 

６ 使用者は、前項の竣工検査の結果、管理者から是正を指示されたときは、管理者から指

定された期間内にこれを行い、改めて管理者の竣工検査を受けなければならない。 

（平26企管規程６・追加） 

（給水施設の移転等の工事の申出） 

第14条 条例第20条本文の規定による給水施設の移転等に関する工事の申出は、給水施設

工事申込書（第11号様式）による。 

２ 給水施設の移転等に関する工事について、次の各号の一に該当する事由があるときは、

それぞれ当該各号に定める書類を前項の給水施設工事申込書に添えなければならない。 

(1) 当該工事の施行予定箇所が他人の所有地であるとき 当該土地の所有者その他当該

土地について権原を有する者の同意書又はこれに代わる書類 

(2) 当該工事を県の所有する給水施設以外の給水施設から分岐して施行する必要がある

とき 当該給水施設の所有者の同意書又はこれに代わる書類 

（平26企管規程６・一部改正） 

（給水施設の修繕等の請求） 

第15条 条例第21条の規定による修繕その他の必要な措置を講ずべきことの請求は、文書

をもつてしなければならない。 

（給水施設の設置等に関する工事に要する費用の算出方法） 

第16条 条例第21条の２第１項又は条例第22条第１項の規定により使用者に負担させる費

用の額は、材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督費及び間接経費の合計額に100分

の110を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

２ 前項の材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督費及び間接経費の算出方法は、別に

定める。 

（平元企管規程３・平９企管規程２・平25企管規程７・平31企管規程１・一部改

正） 

（費用の前納及び精算） 

第17条 条例第22条第１項の規定により使用者に負担させる費用は、すべて前納させるも

のとする。 

２ 前項の場合において、精算の結果、前納させた費用の額に過不足を生じたときは、これ

を還付し、又は追徴するものとする。ただし、過不足額が1,000円未満であるときは、こ
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の限りでない。 

（令７企管規程７・追加） 

 （量水器使用料の額の算定方法） 

第18条 条例第28条の２第２項の規定による量水器使用料の額については、当該量水器使

用料に係る量水器の設置工事に要した実費相当額を当該量水器に係る更新予定月数で除

して得た額とする。 

（書類の提出数及び経由） 

第19条 条例及びこの規程の定めるところにより管理者に提出する書類（相馬工業用水道

以外の工業用水道に係る書類に限る。）は、副本１通を添え、かつ、福島県企業局いわき

事業所長を経由して提出しなければならない。 

（平２企管規程２・平19企管規程４・一部改正） 

（権限の委任） 

第20条 次に掲げる権限（相馬工業用水道に係る権限を除く。）は、福島県企業局いわき

事業所長に委任する。 

(1) 条例第10条第１項ただし書の規定により給水を停止し、又は制限すること並びに同

条第２項の規定により給水の停止又は制限の日時及び区域並びにその理由を使用者に

通知すること。 

(2) 条例第11条の規定による受水の休止の届出を受理すること。 

(3) 条例第14条ただし書の規定による受水槽の設置の必要がないことについての認定を

すること。 

(4) 条例第15条第１項の規定による受水装置の検査を行う職員を指定すること。 

(5) 条例第16条の規定により受水装置について改良、修繕その他必要な措置を講ずべき

ことを指示すること。 

(6) 条例第17条第１項本文の規定により使用水量を測定すること及び同項ただし書の規

定により使用水量を認定すること。 

(7) 条例第18条の規定による量水器の機能の検査の請求を受理すること。 

(8) 条例第21条の規定による給水施設の修繕その他の必要な措置を講ずべきことについ

ての請求を受理すること。 

(9) 第13条の２第２項の規定による給水施設の設置等に関する工事の場所で立入検査を

行う職員を指定すること。 

（平元企管規程３・平２企管規程２・平19企管規程４・平26企管規程６・一部改
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正） 

附 則 

この規程は、昭和44年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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附 則（昭和59年企管規程第１号） 

この規程は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年企管規程第３号） 

この規程は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年企管規程第２号） 

この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年企管規程第５号） 

この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年企管規程第２号） 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年企管規程第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年企管規程第４号） 

１ この規程は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第９号様式の改正規定（「第

９号様式」を「第９号様式（第12条関係）」に改める部分に限る。）は、公布の日から

施行する。 

２ この規程の施行の際現に効力を有する改正前の福島県工業用水道条例施行規程（以下

「改正前の規程」という。）第８条第２項の規定によりされた使用の許可又は改正前の規

程第10条の規定によりされた操作等の許可は、改正後の福島県工業用水道条例施行規程

（以下「改正後の規程」という。）第８条第２項の規定によりされた使用の許可又は改正

後の規程第10条の規定によりされた操作等の許可とみなす。 

３ この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づいて提出されている申込書又は請

求書は、改正後の規程の規定に基づいて提出された申込書又は請求書とみなす。 

４ この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（平成25年企管規程第７号） 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福島県工業用水道条例施行規程第16条第１項の規定は、平成26年４月１日以

後に完了する給水施設の設置又は移転等に関する工事に要する費用であって使用者に負

担させるものについて適用し、同年３月31日以前に完了した給水施設の設置又は移転等

に関する工事に要する費用であって使用者に負担させるものについては、なお従前の例に
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よる。 

附 則（平成26年企管規程第６号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年企管規程第１号） 

１ この規程は、平成31年10月１日から施行する。 

２ 改正後の福島県工業用水道条例施行規程第16条第１項の規定は、平成31年10月１日以

後に完了する給水施設の設置又は移転等に関する工事に要する費用であって使用者に負

担させるものについて適用し、同年９月30日以前に完了した給水施設の設置又は移転等

に関する工事に要する費用であって使用者に負担させるものについては、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和4年企管規程第1号） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に改正前の福島県工業用水道条例施行規程（以下「改正前の規程

」という。）の規定に基づいて提出されている申込書等は、それぞれ改正後の福島県工

業用水道条例施行規程の規定に基づいて提出された申込書等とみなす。 

３ この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 
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第１号様式（第１条関係） 

（平元企管規程３・平３企管規程５・令４企管規程１・一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

（平元企管規程３・平３企管規程５・令４企管規程１・一部改正） 

第３号様式（第５条関係） 

（平元企管規程３・平３企管規程５・令４企管規程１・一部改正） 

第４号様式 

（平３企管規程５・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平元企管規程３・平３企管規程５・平９企管規程２・令４企管規程１・一部改正） 

第６号様式（第８条関係） 

（昭59企管規程１・平元企管規程３・平２企管規程２・平３企管規程５・平19企

管規程４・令４企管規程１・一部改正） 

第７号様式（第９条関係） 

（昭59企管規程１・平元企管規程３・平３企管規程５・令４企管規程１・一部改

正） 

第８号様式（第11条関係） 

（平元企管規程３・平26企管規程６・一部改正） 

第９号様式（第12条関係） 

（昭59企管規程１・平２企管規程２・平３企管規程５・平19企管規程４・一部改

正） 

第10号様式（第13条関係） 

（昭59企管規程１・平元企管規程３・平２企管規程２・平３企管規程５・平19企

管規程４・令４企管規程１・一部改正） 

第10号様式の２（第13条の２関係） 

（平26企管規程６・令４企管規程１・一部改正） 

第10号様式の３（第13条の２関係） 

（平26企管規程６・令４企管規程１・一部改正） 

第11号様式（第14条関係） 

（昭59企管規程１・平元企管規程３・平２企管規程２・平３企管規程５・平19企

管規程４・令４企管規程１・一部改正） 



24/24 

 


